
木材の売買等に携わった合法木材供給事業者名簿

<納材業者記名押印欄>欄に

記載されている納材業者名
認定番号

認定業種のうち

作業した業種
（基本部位）

(株)○○製材 高知県木材協会　○○－１
製材

製材流通
に納材した木材の売買や流通に携わった合法

木材供給事業者は、下記のとおりです。

木材使用明細書

の使用部位番号
木材事業者名称

所在の

都道府県
作業した業種 備考

１～28 (株)▲▲ 高知県 プレカット

１～３、26～27 (株)△△市場 高知県 原木流通

4～19、22～25 ■■製材所(株) 高知県 製材

20～21 ●●工業(株) 愛媛県 製材

28～30 □□木材(株) 高知県 製材流通

28～30 ××製材 高知県 製材

１　木材使用明細書の<納材業者記名押印欄>欄に記載されている納材業者ごとに作成してください。

２　補助対象部位に使用した木材について作業した業種が「製材」の合法木材供給事業者までさかのぼって記入してください。

　　(<納材業者記名押印欄>欄に記載されている納材業者が「製材」を行っている場合はその納材業者の直近の納入業者まで記入)

３　県外事業者を経由している場合は、高知県内で伐採された木材であることを確認することができる事業者までさかのぼって記入

　　してください。(その場合は、全業者間において高知県産乾燥木材であることが証明された納品書等の写しを添付)

４　木材使用明細書の全ての県内産木材の使用部位番号を記載してください。

プレカット加工をし
ている場合は記入

流通は、原木流
通と製材流通を
分けて記入

補助対象外については
記載不要

木材使用明細書兼合
法木材証明書を発行
した納材業者毎で作
製

木材使用明細書兼合法木材証明書に記載され
た全ての部材について記入（補助対象外除
く）

納材業者が製材している場合は、その直近
の業者まで記入

28～３０ △△ 高知県 木材乾燥

人工乾燥機のない製材所の場合は、木材乾燥
施設を記入。製材で人工乾燥を行っている場
合は、製材のみの記載でかまいません。

（補助対象外（県外産木材）の記載は不要です。）



補助対象部位に使用した木材の売買等に携わった合法木材供給事業者名簿

<納材業者記名押印欄>欄に

記載されている納材業者名
認定番号

認定業種のうち

作業した業種
（その他の部位）

(株)○○製材 高知県木材協会　○○－１ 製材流通
に納材した木材の売買や流通に携わった合法

木材供給事業者は、下記のとおりです。

木材使用明細書

の使用部位番号
木材事業者名称

所在の

都道府県
作業した業種 備考

１～６ □□木材(株) 高知県 製材流通

１～６ ××製材 高知県 製材

１　木材使用明細書の<納材業者記名押印欄>欄に記載されている納材業者ごとに作成してください。

２　補助対象部位に使用した木材について作業した業種が「製材」の合法木材供給事業者までさかのぼって記入してください。

　　(<納材業者記名押印欄>欄に記載されている納材業者が「製材」を行っている場合はその納材業者の直近の納入業者まで記入)

３　県外事業者を経由している場合は、高知県内で伐採された木材であることを確認することができる事業者までさかのぼって記入

　　してください。(その場合は、全業者間において高知県産乾燥木材であることが証明された納品書等の写しを添付)

４　木材使用明細書の全ての県内産木材の使用部位番号を記載してください。

基本部位とその
他の部位は分け
て記入



補助対象部位に使用した木材の売買等に携わった合法木材供給事業者名簿

<納材業者記名押印欄>欄に

記載されている納材業者名
認定番号

認定業種のうち

作業した業種
（内装仕上げ材）

□□木材(株) 高知県木材協会　□□－１ 製材流通
に納材した木材の売買や流通に携わった合法

木材供給事業者は、下記のとおりです。

木材使用明細書

の使用部位番号
木材事業者名称

所在の

都道府県
作業した業種 備考

1 (株)■■木材工業 徳島県 製材

1 (株)△△市場 高知県 原木流通

2，3 ××製材 高知県 製材

１　木材使用明細書の<納材業者記名押印欄>欄に記載されている納材業者ごとに作成してください。

２　補助対象部位に使用した木材について作業した業種が「製材」の合法木材供給事業者までさかのぼって記入してください。

　　(<納材業者記名押印欄>欄に記載されている納材業者が「製材」を行っている場合はその納材業者の直近の納入業者まで記入)

３　県外事業者を経由している場合は、高知県内で伐採された木材であることを確認することができる事業者までさかのぼって記入

　　してください。(その場合は、全業者間において高知県産乾燥木材であることが証明された納品書等の写しを添付)

４　木材使用明細書の全ての県内産木材の使用部位番号を記載してください。

補助対象木材が県外業者を経由する場
合には、県内から納入された業者まで
遡って記入
また、各業者間の納品書等を添付

納品書等を添付

納品書等を添付


